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宇治田原町議会運営委員会 

令和２年３月９日 

午前１１時５８分開議 

議 事 日 程 

 日程第１  新型コロナウイルス感染症対策の迅速かつ総合的な取組を求める決議 

（案）について 

 日程第２  その他 

 

１．出 席 委 員 

      委員長     ８番  松 本 健 治  委員 

      副委員長    ３番  今 西 久美子  委員 

              １番  山 内 実貴子  委員 

              ６番  原 田 周 一  委員 

             １２番  谷 口   整  議長 

 

１．欠 席 委 員      ９番  谷 口 重 和  委員 

 

１．提 案 者     １１番  藤 本 英 樹  議員 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める

ものは次のとおりである。 

副 町 長 山 下 康 之 君 

総 務 部 長 奥 谷  明 君 

企 画 財 政 課 長 矢 野 里 志 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 村 山 和 弘 君 

庶 務 係 長 太 田 智 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１１時５８分 

○委員長（松本健治） 予算特別委員会に引き続き、大変ご苦労様です。本日は、緊急の

対応といたしまして、議会運営委員会を招集いたしました。予算特別委員会終了後に、

お疲れのところ皆様方にはご出席をいただきありがとうございます。 

本日の委員会は、藤本議員より提出されました「新型コロナウイルス感染症対策の迅

速かつ総合的な取組を求める決議（案）について」、お手元に配付いたしております会

議日程により、ご協議をお願いいたします。 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。日程第１、「新型コロナウイルス感染

症対策の迅速かつ総合的な取組を求める決議（案）について」を議題といたします。お

手元に配布いたしております、「新型コロナウイルス感染症対策の迅速かつ総合的な取

組を求める決議（案）」につきまして、提出者より、趣旨説明等をお願いし、どのよう

な取り扱いとするかを決定していきたいと思います。藤本議員。 

〇議員（藤本英樹） 私のほうから「新型コロナウイルス感染症対策の迅速かつ総合的な

取組を求める決議（案）」の趣旨について説明させていただきます。本町議会におきま

して、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について協議され、新型コロナウイルス

の感染拡大を防止するため本会議及び委員会の傍聴についてはできる限りお控えいただ

くようにお願いするなどの処置がとられるとともに、議長からも感染抑制、事態収束の

ため行政と連携協力していく旨という発言をされたところでございます。そこで、本町

議会においても住民の安心安全の確保のため行政と連携協力して感染抑制、事態終息に

向け、一層取り組みを進める趣旨の決議をと思い提出することといたしました。内容と

いたしましては、私の一般質問でも行ったところでございますけれども、皆さんご承知

の通り、中国の武漢市において発生いたしました新型コロナウイルスによる感染症が急

速な勢いで世界各国に飛散し対策が講じられておりますが、いまだ事態の収束の見通し

は立たず国際的な脅威となっております。国におきましても、小中高等学校や特別支援

学校の全国一斉臨時休校を要請されるなど、拡大感染の抑制に全力で取り組まれており

ますが、いまだ予断を許さない状況にあります。本町におきましても、今年の２月３日

に宇治田原町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置して、西谷町長を先頭に感染拡

大防止に全力を挙げて取り組んでいただいているところです。しかしながら、感染症の

広がりは教育現場等、甚大な影響を及ぼしており、事態終息のためには、国・府・医療

従事者・事業者そして住民が一丸となった総合的かつ迅速な対応が強く求められていま

す。宇治田原町におきましては何よりも住民の命と健康を守ることを最優先に、国・
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府・関係機関と十分な連携を取りながら、感染拡大の防止対策、住民の安心安全の確保

に迅速かつ全力で取り組むよう強く求めるものでございます。また、宇治田原町議会に

おきましても、住民の安心安全の確保のため、行政と連絡し協力して感染抑制と事態終

息に向け、一層取り組みを進めていくという趣旨で提案させていただきました。以上で

ございます。 

〇委員長（松本健治） ただいまは、藤本議員から、経過も含めて決議の内容についてご

紹介いただいたわけであります。ちょっと文言的に今説明いただいたのでは若干、語句

とこの内容と若干違っているんですがそれはいいですね。こういう内容でよろしいです

か。 

    （「この内容で結構です」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（松本健治） ここの内容で今ご説明をいただいたわけですけれども、どうでし

ょう、この内容について休憩をして会議を再開するのか、それともこのまま継続して協

議するのかということですが、このままでもよろしいですか。続けさせていただいて。 

    （「はい」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（松本健治） そしたら続けていきます。原田委員。 

〇委員（原田周一） 今、私見させていただいたところなんですが、ちょっと文章、別に

反対するものでも何でもないのですが、最後のほうに書いてある、『健康を守ることを

最優先』この辺はわかるんですが、『宇治田原町においては感染拡大の防止策、住民の

安心安全確保に迅速かつ全力で取り組むよう強く求める』と。言わんとしていることは

何となくわかるんですが、具体的にどういうことを求めているのかなということで、こ

の文章でわかるのかなということを感じたんですけれども、そのあたりどうでしょう。 

〇委員長（松本健治） 藤本議員。 

〇委員（藤本英樹） 感染拡大防止対策と住民生活の安心安全に迅速に取り組むようとい

うことを強く求めるんやさかいに、そういう趣旨で出してますけれども。 

〇委員長（松本健治） 原田委員。 

〇委員（原田周一） 強く求めるのはいいんですが、具体的に行政に求めて、行政はどう

したらいいのかと、逆にそれを受けた。いうことをふっと思ったんですけれども、その

質問なんですけれども。 

〇委員長（松本健治） 私が思うのには、内容的にすべてそういう意味では、原田委員の

おっしゃるような意味合いの言葉で網羅してるかどうかと言ったらそうかもしれません

けれども、決議の内容でそうこと細かく、基本的なことさえあればあとは細かくは協議
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し、進めていっていただくということですから、基本的な部分はこれでもいいのではな

いかと私は思います。どうでしょうか。原田委員。 

〇委員（原田周一） 今委員長が言われたように、別に私はこれを否定するわけでも何で

もないんですけれども、ちょっとこれの説明を聞いたときにちょっとどうかなと感じた

だけで、決議（案）で別に問題なければそれでいいと思います。 

〇委員長（松本健治） はい、ではそういうことでいきたいと思います。議長よろしいで

すか。谷口議長。 

〇議長（谷口 整） 松本委員長が今言っていただいたので、私もそのこと言わんなんか

なと思ってたんですが、要は今こういう状況なんでさらに危機意識をもってやってほし

いということを訴えることなんで、これやってほしい、あれやってほしいと具体的に書

けばいいんですけど、今後どういう状況で変わってくるかもわからへんのでこれでいい

という風に私も思います。 

〇委員長（松本健治） よろしいでございますか。他の委員の方。藤本委員、もうしばら

くですからそのままいててください。 

それでは、この決議（案）の取り扱いにつきましては、１２日、再開日に提案理由の説

明を藤本委員からいただき、決議に対する質疑、採決という運びで進めたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。全議員に内容（決議案）について、説明する必要

があると考えますので、１２日の本会議前に、議員協議会を開催し、説明を行うという

形をとりたいと思います。よろしいでしょうか。 

      （「はい」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（松本健治） それではそのようにお願いいたします。以上で、日程第１を終了

いたします。 

日程第２でございます。その他でございますが、何かございますでしょうか。よろしい

ですか。それでは、なければ、これをもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。 

ご苦労様でございました。 

閉  会   午後１２時１４分 
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